
１　目的

２　概要

旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例の概要旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例の概要旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例の概要旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例の概要

職員の法令遵守

公正な職務の執行の確保

公正・公平・透明な市政の確立

公益通報制度

職員の職務に係る違法行

為等
職員等

市役所内部等において組織的に行
われている不正行為等を早期に発
見・是正できるよう，職員等からの内
部通報を受け付ける制度です。

旭川市公正職務推進委員会

不当要求への対応

職員に対し，不当な要求があった場
合，その内容を記録・報告し，不当
要求を中止させるために必要な措置
をとる制度です。

職 員 職員，市民，事業者等

所属長

旭川市公正職務審査会

市長等
違法行為等を中止させるため必要な措
置をとる

報告

通報

調査・報告

調査・勧告

記録の提出

不当要求発見

市民の利益の増進

＜職員の基本的心構え，責務＞
◎すべての旭川市職員には，
市民全体の奉仕者であり，公共の利益の増進を目指して職務を
執行する義務，常に法令を遵守する義務，公務員としての資質の
向上や倫理の高揚に努める義務 等があり，条例に明記するとと
もに，研修などを通じて，職員の意識を高めます。

（市職員で構成する委員会）

（第三者（市外部）で構成する審査会）

職員の法令遵守の推進を図るとともに，公正な職務の執行を確保することにより，市民に信頼される公平，公正で透明な市政
を確立し，市民の利益を増進することを目的としています。

①職員の基本的心構えや責任として果たさなければならない事柄を明記するとともに，市役所内における法令遵守の体制を
整備します。
②公益通報制度を設け，市役所内部において組織的に行われている不正行為等を未然に防止又は早期に是正します。
③いわゆる「口きき」，「働きかけ」や暴力行為等による不当な要求に対しては，これを拒否するとともに，必要に応じて文書に
よる警告を行うなど，不当要求には屈しないという基本姿勢を明らかにし，公平，公正で透明な市政運営を推進します。

＜公益通報者等の保護＞
・公益通報を行った者，調査に協
力した者に対する不利益取扱いを
禁止するとともに，不利益な取扱
いを受けた場合申立てをすること
をできるようにするなど，公益通報
者を保護します。

＜市民等の責務＞

◎市民の皆様などに対しても，職

員の公正な職務の執行について
の理解，協力を条例で明記して
います。
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